
仮設住宅特定延長関係届出書 回収状況（H29.5.26 時点集計） 

 

※回収除外：退去、再建済み、不適正入居等 

 

＜今後のスケジュール＞ 

・5/13～6月末目途 未回収対応及び記載不備等対応 

・6月～7月末 特定延長対象者のリストアップ（関係課協議含む） 

 

 

 

 

 

・7月末 宮城県に特定延長対象者報告 

 

 

 

未回収対応  ※回収困難者は生活再建支援課職員による訪問等対応 

 ●催促通知 5/16（火）発送 → 6/1（木）提出期限 

 ●訪問等回収対応 

・市内プレハブ ：5/13～自立生活専門員等による訪問回収 

・市内みなし ：5/13～自立生活支援員等による訪問回収 

・県内市外みなし ：5/13～生活再建支援課職員による訪問回収 

・県外 ：5/15～生活再建支援課職員による本人への電話催促及び各県管理

者へ宮城県との情報共有 

 

 

記載不備等対応  （未記入、再建方法・時期による届出の整合性、挙証資料の確認対応） 

・確認内容により、生活再建支援課職員または委託先コンサルタントからの電話確認にあ

わせ未定世帯へは相談支援を行う。 

仮設住宅種別・所在地別　回収状況

プレハブ 計

市内 市内 県内市外 市内 県内市外 県外

1,678 1340 516 17 3 198 3,752

197 34 11 1 0 9 252

1,254 1,222 463 15 2 143 3,099

84.7% 93.6% 91.7% 93.8% 66.7% 75.7% 88.5%

227 84 42 1 1 46 401

回収率

未回収

みなし その他（UR・民・公等）

発送件数

回収除外

回収済み

○記載不備及び対象者リストアップ関係 

・関係課データ突合  【照会回答 5 月中旬～】 

①復興住宅  ②防集団地   ③公共事業自宅再建 

※回収追加状況に応じ随時実施 （予定：5 月中旬、6 月上旬、6 月下旬） 

 

資料４ 


